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（別紙２）                  

令和６年度生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業（丹後地域） 

仕様書 

 

  本仕様書は、京都府が実施する令和６年度生活困窮世帯等の子どもの学習・生活支援事業（丹

後地域）を受託する者の業務について必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 事業の趣旨 

   貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生、中学生、高校生

世代及びその保護者に対して、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言、

進路選択その他の教育に関する助言等を行い、将来自立した生活ができるよう、必要な生

活能力や学力等の獲得を目的とする。 

     

２ 委託期間 

     令和６年４月１日から令和７年３月 31 日までとする。 

 

３ 対象地域及び対象者 

(１) 対象地域 

     伊根町及び与謝野町 

(２) 対象者 

対象地域に居住する生活困窮世帯及び生活保護世帯の小学生、中学生、高校生世代及び

その保護者とする。 

対象となる世帯の例：生活保護受給世帯、就学援助制度利用世帯、児童扶養手当受給世

帯、市町村民税非課税世帯、以上と同程度の収入の世帯 

４ 業務内容 

(１)  受託者は、以下の業務を実施する。ただし、本事業の参加者や地域の実情等に応じて

柔軟に実施することは、差し支えない。 

ア 本事業に参加する小学生、中学生、高校生世代（以下「参加者」という。）の受験の

ための学習支援 

イ 参加者の学習の習慣づけ、学習意欲向上のための支援及び学校の勉強の復習 

ウ 進路選択その他の教育及び就労に関する情報提供及び助言 

エ  参加者及び保護者に対する生活習慣及び育成環境の改善に関する助言 

オ 参加者と従事者又は参加者相互の親睦を深めるための体験活動等の開催 

(２)   支援方法については、公共施設等の会場で実施する方法や家庭訪問による学習支援、

オンラインによる学習支援など対象地域や参加者の学習の進捗や習熟度に応じて支援を

することとする。 

 (３)  支援日時及び定員は、原則として次のとおりとする。ただし、参加者の学習の進捗や

習熟度によりこれにより難い場合は、この限りでない。 

ア 支援頻度 週１～２回程度(夏季や冬季に集中的に実施することも可) 

イ 支援時間 参加者の学習の進捗や習熟度を踏まえ、参加者に最適な学習時間とする。 

ウ 支援回数 会場で実施する場合、１会場につき年間 50 回以上実施することとする。 

       家庭訪問やオンライン等の個別指導で支援する場合は、年間 20 回以上実施
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することとする。  

         

エ 定員    ５名程度 

 

(４) 対象者に対する説明と参加者の決定は、次のとおり行う。 

ア 参加申込みのとりまとめは、原則として本事業の実施地域を所管する京都府丹後保

健所（以下「保健所」という。）が行う。また、参加者については、受託者及び保健

所が協議の上、決定するものとする。 

     ただし、京都府、保健所及び受託者が協議し、上記の方法以外の方法で参加申し込

みのとりまとめ等を行うことを決定した場合は、当該方法によることとする。 

イ 受託者は、保健所の求めがある場合は、参加希望者に対して本事業についての説明

を行う。 

 (５) 与謝野町で実施している事業と連携するなど工夫して実施すること。 

  

 

５ 実施体制 

    業務の実施にあたっては、次の人員を配置すること。また、教育、福祉等を学ぶ学生

等をボランティアとして積極的に配置するよう努めることとする。 

    それぞれの業務を遅滞なく円滑に遂行できる場合は兼務を妨げない。ただし兼務する

場合は、事前に京都府の承認を得ることとする。 

    会場で事業を実施する場合は少なくとも２名以上の人員を配置することとする。 

(１) 業務責任者(１名以上) 

   仕様書に沿って業務が履行できるよう会場の指揮監督を含めた業務全般の責任を負う。 

(２) 支援員(１名以上) 

教育や福祉に関する専門的な知識を有し、会場の運営、参加者及び保護者への支援、指

導員の統括を適切に行うことができる者(例：教員経験者や社会福祉士資格を所持する者

等) 

６ 参加料 

      参加者及び保護者から参加料を徴収しないこと。ただし、あらかじめ京都府と協議し

た上で、必要最小限の実費を徴収することは、差し支えない。 

 

７ 委託料の経理 

(１) 委託業務の対象経費は、委託業務に従事する者の人件費（賃金、通勤手当、社会保険 

  料等）、その他事業運営にかかる経費（家庭訪問時の旅費、ボランティアへの謝金、教 

  材費、使用料及び賃借料等）とする。 

(２) 委託料の経費管理のため、収入額及び支出額を記載し、使途を明らかにできる会計帳 

  簿を作成することとする。 

(３)  受託者は、委託業務の実施の結果、委託料に余剰が生じる場合は、直ちに京都府に報 

告し、その指示に従うこと。 

なお、既に受領した委託料が過剰となった場合は、京都府の指示に従い、返還すること。 

(４) 委託業務に従事する者が他の事業の業務を兼務している場合には、それぞれの業務の 

従事状況を踏まえて、按分等適切に区分すること。 
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(５) 委託業務以外の業務にも使用する共通的な経費は、それぞれの業務の使用状況を踏ま 

えて、按分等適切に区分すること。 

 

８ 業務計画書の作成及び提出 

   受託者は委託業務を実施するに当たっては、委託契約締結後速やかに、会場の設置場所

・平面図、提供する支援の具体的な内容、配置人員等、業務計画の概要を記載した計画書

（以下「業務計画書」という。）を作成し、京都府の確認を受ける。業務計画書を変更し

た場合も同様とする。 

     なお、確認を受けた業務計画書を保健所に提出すること。 

 

９ 実施状況及び完了の報告 

(１) 受託者は、委託業務の毎月の実施状況について、次の事項を記載した実施状況報告書 

  を作成し、翌月の１５日までに京都府及び保健所へ報告する。 

ア 当月の本事業の支援者数 

イ 支援対象者ごとの支援の実施状況（支援内容、支援期間、支援効果等） 

ウ その他本事業の実施に参考となる事項（京都府への要望を含む） 

 (２) 受託者は、委託業務が完了した時は、直ちに事業内容を精算し、次の事項を記載した

業務完了報告書及び収支決算書を提出し、京都府の検査を受けることとする。 

なお、業務完了報告書及び収支決算書を保健所に提出するとともに、事業内容が確認 

  できる書類として、賃金台帳、業務日誌、委託業務の支出に係る領収書等を事業終了後 

  ５年間保存しておかなければならない。 

ア 本事業の支援者数、各支援者の状況（支援内容、支援期間、支援効果等） 

イ 事業に要した経費の内訳 

ウ その他本事業の実施結果の概要 

 

10 その他  

(１) 受託者は、委託業務の履行に際し、京都府（保健所を含む。以下同じ）と常に連絡を 

密にし、業務の実施方針について京都府の了解を得るとともに、業務実施の重要段階に

おいては、その内容を提示し、京都府の了解、指示等を得て次の段階に進めるものとす

る。 

(２) 委託業務について疑義が生じた場合は、速やかに京都府と協議し、その指示に従う。 

京都府から業務改善を指示された場合は、必要な措置をとった上で改善内容を報告する

こと。 

(３) 業務計画書に記載された内容に比べて支援実績が著しく減少するおそれがある場合 

は、その状況を把握した段階で京都府に報告し、その指示を受けること。 

(４) 参加者が事業参加中に被災した場合は、直ちに安全のための措置を講じるとともに、 

速やかに京都府に報告し、その指示を受けること。 

(５) 事業終了後に業務を引き継ぐ必要が生じた場合には、契約期間中に引継期間を設け、 

  京都府又は京都府が指定する者に業務を引き継ぐものとする。契約終了後においても、 

  引継を受けた者からの問合せ等に応じられるように努めること。 
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(６) 契約書及び本仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、生活困窮者自立 

支援制度に関する厚生労働省からの関係通知等によるほか、京都府と協議して決定する

ものとする。 

(７) 感染症、災害等、通常での業務実施を行うことが困難となった場合は京都府と協議し

代替措置を実施すること。 

 


